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はじめに

人工知能（ＡＩ）やビッグデータ，モノのインターネット（ＩｏＴ）等の技術革新

が急速に進み，社会や産業が劇的に変わる超スマート社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０）

と長寿化に伴う「人生１００年時代」が到来すると予想されています。

こうした急速な情報技術の革新などによる加速度的な変化に加え，人口減少や少子

高齢化，グローバル化，相次ぐ自然災害など，将来を予測することが困難な時代を迎

えている現在，こうした変化に柔軟に対応し，自らの力で未来を力強く拓くことので

きる人を育むことが求められています。

旭川市教育委員会としては，このような状況の中で，次代を担う子どもたちが，ふ

るさとへの愛着や誇りを持ちながら，それぞれの夢や目標の実現に向けて，未来へと

力強くはばたくことができるよう，第２期旭川市学校教育基本計画を策定しました。

今後は，基本理念「ふるさと旭川から未来へはばたく子どもの育成」の下，学校は

もとより，保護者や地域の方々とも連携・協働を図りながら，本計画に示した目標の

達成に向けて，各種施策に取り組むとともに，教育委員会の事務に関する点検・評価

などを通じて，進捗管理を行い，計画の着実な推進に努めてまいります。

この計画を策定するに当たりまして，旭川市学校教育基本計画懇話会の皆様をはじ

め，貴重な御意見をいただいた市民の皆様，関係各位に，厚くお礼を申し上げます。

平成３１年３月

旭川市教育委員会

教育長 赤 岡 昌 弘
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区  分 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度

第８次旭川市総合計画

第２期

旭川市学校教育基本計画

旭川市社会教育基本計画

平成28年度から平成39年度まで（12年間）

平成31年度から平成39年度まで（９年間）

平成28年度から平成39年度まで（12年間）

見直し

ⅰ 計画策定の趣旨
旭川市教育委員会では，中・長期的な視点に立って学校教育行政を計画的・総合的に推進する

ため，平成21年９月に旭川市学校教育推進基本方針を策定し，その基本理念である「夢や目標

に向かい 力強く未来を拓く 旭川の子どもの育成」の実現に向け，平成22年８月に「旭川市

学校教育基本計画」（以下「第１期計画」という。）を策定し，具体的な教育施策を位置付け計画

を推進してきました。

第２期旭川市学校教育基本計画（以下「第２期計画」という。）は，第１期計画が平成30年度

に終了することから，これまでの取組を総括し，成果と課題を整理するとともに，学習指導要領※

の改訂や国の第３期教育振興基本計画などを踏まえ，今後の学校教育の計画的な推進に向けての

基本的な方向性と，それを実現するための具体的な施策を体系的に示すものです。

ⅱ 計画の位置付け
第２期計画は，教育基本法第17条第２項に基づき策定するもので，平成28年度を始期とする

第８次旭川市総合計画（以下「総合計画」という。）を上位計画とし，本市が目指す都市像「世

界にきらめく いきいき旭川 ～笑顔と自然あふれる 北の拠点～」の実現に向け，本市の教育，

学術，文化及びスポーツの振興に関する「旭川市教育大綱」や各種関連計画との整合性や調和を

図り，学校教育が果たす役割や具体的方策を整理するものです。

ⅲ 計画について
総合計画が，平成28年度から平成39年度までの12年間を計画期間としていることや，本市の

社会教育行政の計画的な振興を定めた「旭川市社会教育基本計画」が「総合計画」に終期を合わ

せていることから，第２期計画も平成39年度を終期とする９年間を計画期間とします。また，

国の教育制度の改正や社会情勢の変化等を踏まえて，計画期間の半ばである平成35年度に見直

しを行います。

第２期計画の基本施策の取組ごとに関連する事務事業を位置付けまとめます。事務事業は，財

政状況や事業成果などを踏まえて，毎年度見直します。
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出典：住民基本台帳（昭和57年から平成24年は10月末，

平成27年及び平成30年は，11月１日現在）
出典：総務省平成30年１月１日住民基本台帳
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ⅳ 教育を取り巻く現状と課題
（ⅰ）社会状況の変化

ア 人口減少と少子高齢化の進展

日本の人口は，平成20年の１億2,808万人をピークに減少傾向となっていますが，本

市の人口も昭和58年に36万人を超え，以後平成17年まで36万人台を維持していました

が，近年は減少傾向が続いています。

特に全人口に占める年少人口の割合は北海道の平均とほぼ同じですが，全国平均や本

市と同規模程度の人口30万人から40万人の中核市（以下「類似団体」という。）の平均

よりも低い一方，老年人口の比率は他の自治体等よりも高く，少子高齢化が進行してい

る状況となっています。

イ グローバル化と高度情報化の進展

情報通信や交通分野での技術革新などにより，世界との距離は近づいていると言われ

ています。本市においても，国際定期便の就航により外国人の旅行者や渡航者が増えて

いるほか，本市に居住する外国人の数も平成26年から平成30年までの５年間で約1.5倍

になるなど，日常的に外国人と接する機会が増えています。

また，ＩｏＴ
※
やビッグデータ

※
，ＡＩ

※
等を始めとする技術革新が一層進展し，場所

や時間にとらわれない柔軟な働き方ができるようになったり，ＡＩロボットが受付した

り，掃除をするなど，高度情報化により，働き方やライフスタイル等も変化してきてい

ます。

旭 川 市
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（ⅱ）教育を取り巻く環境

ア 子どもの状況及び子どもを取り巻く状況

小・中学校の児童生徒の学力については，ＰＩＳＡ（ＯＥＣＤ※生徒の学習到達度調査）

や「全国学力・学習状況調査※（文部科学省）」等の国内外の学力調査結果が近年改善傾

向にあり，学習時間についても増加傾向にあるとの民間の調査結果もあります。また，「小

中学生の意識調査※（内閣府）」では，児童生徒の９割以上が学校生活を楽しいと感じ，

保護者の８割は総合的に見て学校に満足していると回答しています。

一方で，学ぶことと人生や社会とのつながりを実感しながら課題の解決に主体的に生

かしていくことに課題が見られるほか，将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合が

横ばいであること，子どもたちの自己肯定感が諸外国と比べて低い傾向にあることなど

も課題として挙げられています。

子どもの体力については，「全国体力・運動能力，運動習慣等調査※（文部科学省）」で，

緩やかな改善傾向が見られるものの，運動する子としない子の二極化が見られることが

指摘されています。子どもの健康や安全については，全国学力・学習状況調査で朝食を

欠食する児童生徒の割合が増加していたり，暴力行為の発生件数，いじめや不登校に関

わる児童生徒数は依然として相当数に上っていたりするなど，健康課題や生徒指導面で

の課題も見られます。

子どもを取り巻く状況については，スマートフォンを始めとした様々なインターネッ

ト接続機器などの普及に伴い，情報通信技術（ＩＣＴ※）を利用する時間は増加傾向にあ

る一方，授業においてコンピュータを使っている生徒の割合はＯＥＣＤ加盟国で最も低

い水準にあります。また，子どもがＳＮＳ※（ソーシャルネットワーキングサービス）を

利用した犯罪に巻き込まれたり，意図せずに犯罪に荷担してしまったりなど，情報化の

進展に伴う社会の変化により子どもの安全が脅かされる事態も生じています。

子どもの貧困の問題については，「平成28年度国民生活基礎調査（厚生労働省）」によ

ると，17歳以下の貧困率※は13.9％であり，12年ぶりに改善となったものの社会的な課

題となっています。

参考：旭川市観光入込客数調査より

（ 年 ）

出典：住民基本台帳（各年１月１日現在）
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イ 教育に関わる国の主な動向等

平成27年６月 ・学校図書館法の改正（平成28年４月施行 学校司書※配置の努力義務化 など）

・学校教育法の改正（平成28年４月施行 義務教育学校の制度化 など）

平成28年12月 ・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律の制定

（平成29年２月施行 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保 など）

平成29年３月 ・文部科学省「小学校及び中学校新学習指導要領※」の公示

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正（平成29年４月施行

コミュニティ・スクール※の努力義務化 など）

平成29年４月 ・教育公務員特例法の改正（平成29年４月施行 校長及び教員の資質の向上に関

する指標の策定並びにそれを踏まえた教員研修計画の策定の義務化 など）

平成30年４月 ・「第３期教育振興基本計画」の閣議決定

ⅴ 第１期計画の取組の状況

第１期計画では，基本理念「夢や目標に向かい 力強く未来を拓く 旭川の子どもの育成」

の実現に向け，４つの目標を設定し，６つの基本施策，14の取組を位置付け，毎年度の点検・

評価により成果や課題を明らかにしながら教育施策を推進してきました。第１期計画期間におい

ては, 一定程度の成果や効果を得ることができましたが，一層の工夫・改善を図ったり更に継

続したりすることが必要な取組も見られました。

そのため，第２期計画においては，第１期計画の成果は継承しつつ，改善を図り，教育施策の

更なる充実・発展を目指す必要があります。

以下，第１期計画の基本目標に位置付けた基本施策ごとの「主な取組」，成果指標に基づく「取

組の状況」，「今後の方向性」をまとめました。

【基本目標１】家庭や地域に開かれた信頼される学校づくりの推進

子どもの教育に直接携わる教職員の資質能力の向上を図るとともに，中学校の通学区域を単位

とした小中連携を促進したほか，学校運営の改善を目指す学校評価等を通じ，保護者や地域住民

の理解と参画を得ながら，地域の教育力を活用した教育活動の充実を図るなど，家庭や地域に開

かれた信頼される学校づくりを推進しました。
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【基本施策１】学校・家庭・地域の連携の推進

＜基本施策と主な取組・施策事業＞

主な取組１ 主な取組２

「９年間を見通した教育活動の推進」 「家庭や地域との連携の推進」

・旭川市小中連携・一貫教育推進プランの策定 ・旭川市地域まちづくり推進協議会※との連携

・小中連携コーディネーターの配置 ・通学区域の見直し

・小中学校合同研修の推進 ・学校評価の充実

＜取組の状況＞

小中連携の取組として，教科の指導内容や 当初値（Ｈ25） 実績値（Ｈ29） 目標値（Ｈ30）

指導方法に関する合同研修などの実施状況が 教員の交流や合同研修，教育課程※の接続など，近隣

小中学校ともに５割以上となっており，特に の小・中学校と連携を行っている学校の割合

中学校では７割以上の学校で小学校と連携し 小学校 ６３％ ５７％ ６８％

た取組がなされました。 中学校 ６２％ ７５％ ６７％

また，通学区域の見直しについては，対象 １つの小学校から複数の中学校に進学する通学区域

が15校となっていますが，平成30年度及び 小学校数 １６ １５ ９

平成31年度にそれぞれ１校ずつ見直しがな

され，13校となる見込みです。

＜今後の方向性＞

小中連携について，これまで各中学校区で様々な取組を行っているものの，連携を行って

いると認識している学校の割合は，まだ低い状況です。また，通学区域については，市民委

員会などの地域コミュニティと一致しないものがあるなど，学校と地域との協働が進みづら

い状況があります。

そのため，「旭川市小中連携・一貫教育推進プラン」に基づき，９年間を見通した教育活動

を促進していきます。また，「旭川市小・中学校適正配置計画」に基づき，小・中学校の通学

区域の見直し等を進めるとともに，これまで推進してきた小中連携や家庭・地域との協働を

基盤として，各学校にコミュニティ・スクール※の導入を進めます。

【基本施策２】教職員の資質能力の向上

＜基本施策と主な取組・施策事業＞

主な取組１ 当初値（Ｈ21） 実績値（Ｈ29） 目標値（Ｈ30）

「教職員の資質能力の向上に向けた取組の充実」 教員が校外の研修に積極的に参加できるようにし

・指導力の向上を図る研修の充実 ている学校の割合

・学校訪問指導の実施 小学校 ９６％ ９８％ １００％

・服務規律保持への取組 中学校 ９７％ ９９％ １００％



- 6 -

＜取組の状況＞

教員が校外の研修に積極的に参加できるようにしている学校は，小・中学校ともに９割以

上となっています。また，教育委員会の指導主事等が学校経営全般や教科・領域等に関する

指導・助言を行い，教職員の資質能力の向上や本市の学校教育の充実に努めました。近年で

は，多様化・複雑化する教育課題の解決を図るための研修の機会が増え，訪問指導の実施回

数が増加傾向にあります。

＜今後の方向性＞

教職員には，様々な教育課題に対応するための資質能力の向上が求められており，研修等

への参加が必要となっています。一方で，教職員の業務が複雑化・多様化し，忙しさや負担

感などが課題となる中で，研修への参加が教員の負担となる場合もあります。そのため，働

き方改革の視点も盛り込みながら，各種研修会や学校訪問指導等の機会を通じ，新たに求め

られている教育課題等の解決に結びつくよう，教職員の指導力等の向上を図る取組の充実を

図ります。

【基本目標２】確かな学力を育成し,社会で自立的に生きていく基礎を培う教育の推進

各教科における基礎的・基本的な知識・技能の習得や思考力，判断力，表現力等の育成のバラ

ンスを重視した指導，国際社会で生かすことができる実践的な力を育成する指導，一人一人の教

育的ニーズに応じた指導や支援の充実を図り，確かな学力を育成する教育を推進しました。

【基本施策３】基礎・基本を重視し確かな学力を育成する教育の推進

＜基本施策と主な取組・施策事業＞

主な取組１ 主な取組２

「基礎・基本の確実な定着を図る指導の充実」 「学習意欲の向上を図る教育環境の整備」

・教育課程※の編成・実施の指針となる資料の作成 ・少人数学級編制※の推進

・補充的な学習等の充実 ・ティーム・ティーチング，少人数指導等

・学生ボランティア等の活用 に関わる教職員配置の推進

・国際理解教育及び外国語教育の推進 ・教材・教具の整備

・学習習慣の確立に向けた取組の推進

主な取組３

「特別支援教育※の充実」

・特別支援教育推進体制の充実

・関係機関との連携・協力による支援体制の整備

・道立高等支援学校への支援
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＜取組の状況＞ 当初値（Ｈ21） 実績値（Ｈ29） 目標値（Ｈ30）

全国学力・学習状況調査※の結果では，「国 国語及び算数，数学の授業の内容はよく分かると

語及び算数，数学の授業の内容はよく分かる」 思う児童生徒の割合

と回答した児童生徒は，小学校で約８割，中 小学校 ７４％ ８３％ ８６％

学校で約７割となっており，小・中学校いず 中学校 ６６％ ７３％ ７７％

れも増加傾向が見られます。また，「家で自 家で自分で計画を立てて勉強している児童生徒の割合

分で計画を立てて勉強している」と回答した 小学校 ５２％ ７１％ ６５％

児童生徒は，小・中学校ともに増加傾向にあ 中学校 ４３％ ５３％ ５２％

り，「授業以外に普段勉強を全くしない」と 授業以外に普段勉強を全くしない児童生徒の割合

回答した児童生徒は減少しています。 小学校 ７％ １％ ０％

教育上特別な支援を必要とする児童生徒の 中学校 １１％ ８％ ５％

うち，９割を超える児童生徒を対象に「個別 個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成率

の指導計画」や「個別の教育支援計画」を作 ６３％ ９４％ １００％

成しました。

＜今後の方向性＞

基礎・基本の定着と家庭学習の習慣化はともに改善傾向ですが，課題の解決に自ら考え取り組

むことや家で自分で計画を立てて勉強に取り組むことを苦手とする児童生徒が少なからず見られ

ます。

そのため，全国調査等の結果なども踏まえ，学校における授業改善や落ち着いた学習環境づく

り，家庭学習を含めた望ましい学習習慣づくりの取組や支援を行い，児童生徒の基礎・基本の確

実な定着を図ります。また，新学習指導要領※で求められている「主体的・対話的で深い学び」

の実現や，情報教育※及び英語教育などの新しい時代に対応した教育の充実を図ります。

特別支援教育※については，今後も，児童生徒一人一人のニーズに応じたきめ細かな教育が求

められています。そのため，教育上特別の支援を必要とする児童生徒はもとより，帰国・外国人

児童生徒等に対し，個々の実態に応じた支援を行う上で必要な人材の確保や関係機関との緊密な

連携，相談支援体制の整備，研修の機会の提供など，特別支援教育の一層の充実を図ります。

【基本目標３】豊かな心と健やかな体を育成する教育の推進

児童生徒の人格のよりよい発達を促し，生命を大切にする心や他を思いやる心などの豊かな心

や，たくましく生きるために必要な健康の保持増進や体力の向上を図るなど，健やかな体の育成

を図る教育を推進しました。
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【基本施策４】豊かな心を育成する教育の推進

＜基本施策と主な取組・施策事業＞

主な取組１ 主な取組２

「道徳教育の充実」 「読書活動の充実」

・道徳の時間に関する研修の充実 ・学校図書館図書の整備

・体験活動の充実 ・学校司書※の配置

・朝の読書活動等の推進

主な取組３ 主な取組４

「文化・芸術に親しむ活動の充実」 「いじめや不登校などへの対応の充実」

・文化・芸術に親しむ機会の充実 ・いじめ・非行防止に向けた取組の推進

・文化活動の推進に対する支援 ・いじめの早期対応・早期解決のための体制整備

・スクールカウンセラー※の配置

・旭川市適応指導教室※「ゆっくらす」の運営

＜取組の状況＞ 当初値（Ｈ21） 実績値（Ｈ29） 目標値（Ｈ30）

全国学力・学習状況調査※の結果では，「人 自分には良いところがあると思う児童生徒の割合

の気持ちが分かる人間になりたいと思う」と 小学校 ６５％ ７７％ ７８％

回答した児童生徒や「学校のきまり（規則） 中学校 ６２％ ６８％ ６８％

を守っている」と回答した児童生徒は，９割 人の気持ちが分かる人間になりたいと思う児童生徒の割合

を超えています。一方，「自分には良いとこ 小学校 ８９％ ９４％ ９８％

ろがあると思う」と回答した児童生徒は，小 中学校 ９０％ ９５％ ９７％

・中学校ともに増加傾向にあるものの，小学 学校のきまり（規則）を守っている児童生徒の割合

校で約８割，中学校で約７割にとどまってい 小学校 ８６％ ９２％ ９６％

ます。 中学校 ８７％ ９４％ ９７％

また，「いじめはどんな理由があってもい いじめはどんな理由があってもいけないと思う児童生徒の割合

けないと思う」と回答した児童生徒は，小・ 小学校 ９４％ ９８％ １００％

中学校ともに９割を超えています。 中学校 ９１％ ９４％ １００％

＜今後の方向性＞

児童生徒一人一人の思いやりや規範意識を醸成し，自己肯定感を更に高める必要がありま

す。また，いじめや不登校の対応では，児童生徒を主体とした計画的・組織的な未然防止等

の取組を一層充実することが大切です

そのため，ボランティア等の多様な体験活動や，地域人材等を活用した学習活動，自己の

考えを深める道徳科の学習等を通して，児童生徒がよりよく生きるための道徳性を養う教育

の充実を図ります。また，引き続き児童生徒が主体的となった取組を推進するとともに，児

童生徒一人一人の心に寄り添いながら，学校と家庭，関係機関等が連携し，いじめや不登校

等の解消に取り組みます。
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【基本施策５】健やかな体を育成する教育の推進
＜基本施策と主な取組・施策事業＞

主な取組１ 主な取組２

「学校体育の充実」 「学校保健，学校給食，食育の推進」

・教科体育や体育的行事の充実 ・学校保健の充実

・運動に親しむ活動の推進 ・学校給食の充実

・学校における食に関する指導の充実

＜取組の状況＞ 当初値（Ｈ21） 実績値（Ｈ29） 目標値（Ｈ30）

全国体力・運動能力，運動習慣等調査※の 体育・保健体育の授業は楽しいと思う児童生徒の割合

結果では，男女で傾向に違いはあるものの， 小学校 ９３％ ９４％ ９４％

「体育・保健体育の授業は楽しい」と回答し 中学校 ９０％ ９０％ ８９％

た児童生徒は，小・中学校ともに約９割とな ほとんど毎日運動している児童生徒の割合

っています。また，ほとんど毎日運動してい 小学校 ５４％ ７０％ ５７％

る児童生徒の割合は増加傾向にあるものの， 中学校 ６６％ ７２％ ７１％

小・中学校ともに約７割にとどまっていま 学校給食における地場産物を使用する割合

す。 ２４％ １２％ ３０％

学校給食については，地場産物を使用する

取組を進めていますが，安定的に数量を確保

することが難しいこともあり，その割合は１

割から２割程度にとどまっています。

＜今後の方向性＞

全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果では，小・中学校ともに体力合計点が全国平

均を下回っていることから，本市の児童生徒の状況を踏まえた体力向上の取組が必要です。

また，学校給食については，地産地消の取組などを通じた食育の充実や安全・安心な学校給

食の提供が求められています。

そのため，体育・保健体育の授業改善や体力向上に係る１校１実践の推進，スキー学習の

実施などによる年間を通した運動機会の確保のほか，家庭と連携した運動習慣や望ましい生

活習慣の定着，各種疾病の予防を図り，児童生徒の体力向上や健康の保持増進に取り組みます。

また，食に関する指導の充実を図るとともに，学校給食の事故防止の徹底や効率的・安定

的な提供のための取組，給食費の公会計化※を進めます。

【基本目標４】安心して学び，安全に過ごすことができる教育環境の整備

子どもたちを事故や犯罪から守るために必要な安全教育※や安全対策を推進するとともに，各

種の環境衛生活動や施設の整備により安全な学校施設を確保するほか，学校の適正配置や就学費

用に対する助成を行うなど，安心して学び，安全に過ごすことができる教育環境を整備しました。
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【基本施策６】安全・安心な教育環境の整備
＜基本施策と主な取組・施策事業＞

主な取組１ 主な取組２

「安全教育※・安全対策の充実」 「学校施設・設備等の充実」

・安全教育の推進 ・快適な学習環境の確保

・安全対策の推進 ・安全・安心な学校施設の整備

・就学助成の推進

・適正規模による学校配置の推進

＜取組の状況＞ 当初値（Ｈ25） 実績値（Ｈ29） 目標値（Ｈ30）

関係機関と連携した防犯教室や防犯訓練の 関係機関と連携した防犯教室，防犯訓練を実施して

ほか，交通安全教室や避難訓練等については， いる学校の割合

地域や関係機関の協力を得て全ての小・中学 ４６％ １００％ １００％

校で実施されています。 当初値（Ｈ21） 実績値（Ｈ29） 目標値（Ｈ30）

耐震改修予定校の耐震補強工事は平成27 改築予定校の改築着手率

年度に完了していますが，改築予定校の着手 ０％ ３３％ ５０％

は予定より遅れています。 適正配置対象校のうち，過小規模校及び小規模校の

学校の適正配置については，対象校のうち 統合に向けた合意形成校の割合

地域の合意形成がなされた割合は約４割程度 ２３％ ３７％ ５７％

にとどまっています。

＜今後の方向性＞

全国的に自然災害や児童生徒に関わる事故等が多発しており，更なる安全対策などが必要

です。学校施設の増改築等については，本市の厳しい財政状況から，目標より低い進捗とな

っています。また，学校の適正配置についても，計画どおりに進んでいない状況です。

そのため，児童生徒に危機対応能力を育成するとともに，家庭や地域，関係機関等と連携

した安全教育の充実を図ります。また，自然災害や事故等の発生に備え，危機管理マニュア

ルの見直し，新たな危機事態を含めた危機管理体制を整備します。学校施設の老朽化や耐震

化については，施設設備の保守点検や計画的な改修・増改築等を行います。小・中学校の適

正配置計画は平成32年度から始まる第２期の期間に向けて点検・見直しを行います。
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第２期旭川市学校教育基本計画

現在は，情報化やグローバル化などの社会的変化が，人間の予測を超えて加速度的に

進展しています。このような社会の中で子どもたちが生き抜くためには，学校教育がこ

れまで目指してきた「生きる力」－確かな学力（知），豊かな心（徳），健やかな体（体）

の調和のとれた育成－に加え，変化を前向きに受け止める柔軟さや可能性に挑戦する力

を育んでいくことが求められています。

本計画の策定に当たって平成30年５月に開催したまちづくり対話集会や，同年７月に

実施した「旭川市の児童生徒の教育に関するアンケート」では，子どもたちが確かな学

力を身に付けることや，様々な経験を重ねる中でコミュニケーション能力を身に付け，

心身ともに健やかに成長することを望む声が多く寄せられました。また，まちづくり対

話集会では，この地を切り拓いた先人たちにより連綿と受け継がれてきた伝統・文化や，

子どもたちが住むこのまちで学び，働き，暮らしている人々との様々な出会いや交流は，

自分たちが育ったまちを知り，実感し，ふるさとへの愛着を深めるために大切であると

の意見もいただきました。

四季折々の豊かな自然と充実した都市機能を合わせ持つ私たちのふるさと旭川。子ど

もたちが，「旭川で学んで良かった」「どこで暮らしても旭川で学んだことで自信を持っ

て生きていける」などを実感し，ふるさとへの愛着と誇りを持ち，それぞれの夢や目標

の実現に向けて，未来へと力強くはばたいていくことを強く願い，基本理念「ふるさと

旭川から未来へはばたく子どもの育成」を掲げます。

Ⅰ 基本理念

ふるさと旭川から未来へはばたく子どもの育成

雄大な大雪山連峰と大小130もの河川に囲まれた自然豊かな旭川の歴史の中で培われ

た伝統，文化，産業への理解を深め，このまちに暮らす多様な人々との様々な形での交

流を通じて，生まれ育ったふるさと旭川への愛着と誇りを持ち，力強く未来へとはばた

く子どもを育成します。
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Ⅱ 目指す子ども像

基本理念「ふるさと旭川から未来へはばたく子どもの育成」に向け，子どもたちが自

ら描いた夢や希望の実現へと前進する中で，自分の大切さとともに他の人の大切さを認

めながら，仲間と支え合い，協力し合って，これからの社会で豊かな人生を歩むことを

願い，「目指す子ども像」を次のとおり設定します。

◆ 自ら考え，仲間とともに学ぶ子ども

自分のやるべきことを見つけて行動するとともに，他者の考えに耳を傾け，

協働して様々な課題を解決していくことができる力を身に付けます。

◆ 自分と仲間を愛し，心豊かな子ども

自分のよさや可能性を見いだすとともに，他者の持つ価値観を尊重し，コミ

ュニケーション力を高め，感性を磨きます。

◆ 心身ともにしなやかでたくましい子ども

意欲や気力が充実し，生涯にわたって健康で過ごせる体力を養います。
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【 基 本 理 念 】 ふるさと旭川から未来へはばたく子どもの育成

【目指す子ども像】 ◇ 自ら考え，仲間とともに学ぶ子ども
◇ 自分と仲間を愛し，心豊かな子ども
◇ 心身ともにしなやかでたくましい子ども

目標 基本施策 取組

目標１ 基本施策１ 取組１ 基礎・基本を定着し，学びに向かう力を育む教育の推進

子どもたちに未来を生 確かな学力を育成する
き抜く力を育む 教育の推進 取組２ 新しい時代に対応した教育の推進

次代を担う子どもたち 基本施策２ 取組３ 豊かな心を育む教育の充実
が，社会の変化に対応
し，自立して生きてい 豊かな心と健やかな体

取組４ いじめや不登校等への対応の充実
く力を培い，誰もが輝 を育成する教育の推進

き未来へはばたく教育 取組５ 豊かな感性を育み情操を培う教育の充実
を推進します

取組６ 学校体育と学校保健の充実

取組７ 食育と学校給食の充実

基本施策３ 取組８ ふるさと旭川の特徴を活かした教育の充実

子どもたちの多様な個
性を伸ばす教育の推進 取組９ 一人一人のニーズに対応した教育の充実

目標２ 基本施策４ 取組10 危機管理体制の整備
子どもたちの学びの環 子どもたちの安全対策

取組11 安全教育と安全対策の充実境を整える の充実

子どもたちの安全・安 基本施策５ 取組12 教材・教具の整備
心を確保し，生き生き
と学ぶことができる環 教育環境の充実 取組13 施設等の改修・維持管理及び耐震化の推進
境づくりを推進します

取組14 小・中学校の適正配置の推進

取組15 教育機会均等のための経済支援

目標３ 基本施策６

子どもたちをともに育 学びを支える連携・地 取組16 学校種間の連携をベースとしたコミュニティ・スクールの推進

て豊かな学びをつくる 域との協働の推進

学校種間の連携や地域
とともに歩む教育を推

基本施策７ 取組17 教職員がより子どもと向き合える環境づくりの推進

進し，学校の教育力を 学校の教育力の向上
高めます 取組18 学校における指導体制の充実

Ⅲ 計画の体系
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目指す子ども像の実現に向けて，第２期計画においては，３つの目標と７つの基本施

策，さらに基本施策に全18の取組を設定します。

各基本施策には，客観的数値や事業実績，子どもの実感など，26の指標を設定するこ

とで，その成果を明らかにするものとします。

目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

次代を担う子どもたちが，社会の変化に対応し，自立して生きていく力を培い，
誰もが輝き未来へはばたく教育を推進します

社会の急速な変化が，子どもたちを取り巻く生活環境に多大な影響を及ぼす時代にあっ

ても，学校教育においては，教育基本法にうたわれた教育の目的や理念を踏まえ，子ども

たちがよりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けられるようにすることが大

切です。

そのため，本計画においては「子どもたちに未来を生き抜く力を育む」を目標１と位置

付け，その実現に向けて，確かな学力や豊かな心，健やかな体を育成する教育，子どもた

ちの多様な個性を伸ばす教育に取り組み，どの子どもにも，社会の変化に柔軟に対応しな

がら自立して生きていく力を培い，自分の夢の実現やふるさと旭川の発展に向かって，未

来へはばたく教育を推進します。

Ⅳ 目標と基本施策及び取組

取組６  学校体育と学校保健の充実

取組１  基礎・基本を定着し，学びに向かう力を育む教育の推進

取組２  新しい時代に対応した教育の推進

取組３  豊かな心を育む教育の充実

取組４  いじめや不登校等への対応の充実

取組５  豊かな感性を育み情操を培う教育の充実

取組７  食育と学校給食の充実

取組８  ふるさと旭川の特徴を活かした教育の充実

取組９  一人一人のニーズに対応した教育の充実

確かな学力を育成する教育の推進基本施策１

豊かな心と健やかな体を育成する教育の推進基本施策２

子どもたちの多様な個性を伸ばす教育の推進基本施策３
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確かな学力を育成する教育の推進基本施策１

◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

本計画の基本理念を踏まえ，本市の児童生徒の学力向上に向け，各学校が共通して取り

組む具体的な方策や，教育委員会が推進する学力向上に係る事業等をまとめ，「旭川市確か

な学力育成プラン」を策定し，本プランに基づく取組を通じて，基礎的な知識・技能を確

実に習得させ，未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等を育成し，学びを人

生や社会に生かそうとする力や人間性を涵養するなど，確かな学力を育む教育の充実を図
かん

ります。

また，子どもたちが，予測できない変化に受け身で対処するのではなく，主体的に向き

合って関わり合い，その過程を通して自らの可能性を発揮し，力強く未来を生き抜くこと

ができるよう，他者と協働して課題を解決するための資質・能力を育むとともに，英語教

育や情報教育※などの新しい時代に求められる教育を推進します。

平成30年度 平成39年度
指 標

（2018年度） （2027年度）

指標１ 全国学力・学習状況調査※の国語と算数・数学において正答 小：国語 全国より

数を４つの階層に分けたうち，最も正答数の少ない層に該当 旭川20.8％ 少ない

する児童生徒の割合 全国22.0％

小：算数
旭川24.3％
全国24.3％

中：国語

旭川23.4％

全国23.2％
中：数学
旭川28.5％

全国23.3％

指標２ 各教科等の授業において，課題の解決に自ら考え取り組んで 小:86.4% 90％以上

いる児童生徒の割合 中:81.7%

指標３ 学習のきまりを守っている児童生徒の割合 小:91.4% 90％以上

中:84.8%

指標４ 英語の授業において，児童生徒の英語による言語活動を 小:76－... 90％以上
１単位時間の半分以上行っている教員の割合 中:76.8%

指標５ 児童生徒のＩＣＴ※活用を指導できる教員の割合 77.2％ 100％
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組１ 基礎・基本を定着し，学びに向かう力を育む教育の推進

変化の激しい社会の中で，児童生徒が自分のよさや可能性を発揮し，豊か

な人生を切り拓いていくことができるよう，平成32年度から小学校，平成33

年度から中学校で全面実施となる新学習指導要領※においては，基礎的な知識

や技能を確実に習得するとともに，それらを活用して思考・判断・表現する

力や，学びを人生や社会に生かそうとする態度を身に付けることが求められ

ています。

本市では，全国学力・学習状況調査※の調査結果等から，家庭学習の時間や

自分で計画を立てて家庭学習に取り組む児童生徒の割合が増加しています。

一方で，文章や図表などから目的に応じた必要な情報を取り出すこと，根拠

を明確にして自分の考えを表現すること，習得した知識や技能を生活場面等

で活用することなどに課題があることから，児童生徒一人一人へのきめ細か

な学習指導を一層充実する必要があります。

そのため，義務教育９年間を見通した「教育課程編成の指針」を作成・配

付するとともに，オンラインサービスの活用により，児童生徒の学びの状況

に応じた補充的な学習等の支援や，予習・復習など児童生徒が自ら計画的に

取り組む家庭学習の支援などを通して，基礎的・基本的な知識・技能の習得

や主体的に学習に取り組む態度の育成，落ち着いた学習環境の整備に取り組

みます。また，児童生徒の実態を踏まえた指導資料の作成や研修会の実施を

通して教員の授業力向上を図ります。

▫義務教育９年間を見通した「教育課程編成の指針」の作成

▫少人数学級編制※の実施

▫オンラインサービスを利用した学習支援システムの導入・活用

▫教員の指導力向上を図る取組の推進

▫指導体制の充実と学習教材の整備

主な事務事業
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組２ 新しい時代に対応した教育の推進

グローバル化や情報化などが加速度的に進展するこれからの社会に児童生徒

が柔軟に対応し活躍することができるよう，コミュニケーション能力や言語能

力，情報活用能力等を身に付けさせることが求められています。

本市では，学習指導要領※に新たに示された教育に対応するため，英語教育

の充実に向け，外国人英語指導助手（ＡＬＴ）※及び小学校外国語活動サポー

ターの派遣を行うとともに，小学校に新たに導入されるプログラミング教育へ

の対応に向けた研修会の開催や指導資料の作成・配付などに取り組んできたと

ころですが，英語教育や情報教育※等への対応について，各学校の取組を支援

する必要があります。

そのため，児童生徒が発達の段階に応じて，英語によるコミュニケーション

の力を身に付けることができるよう，ＡＬＴや小学校外国語サポーターの派遣

を継続するとともに，学んだ英語を使って実際にコミュニケーションを行う機

会をつくるなど，英語教育の充実に取り組みます。また，各小学校において，

プログラミング教育を教育課程※に位置付け，計画的に指導することができる

よう，教材の活用に関する指導資料の作成や地域と連携した教員向け研修会の

充実など，情報教育の充実に取り組みます。

▫英語教育の推進

▫情報教育の推進

主な事務事業
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豊かな心と健やかな体を育成する教育の推進基本施策２

◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるなど人権尊重の意識や，他人を思いやる

心や生命を尊重する心，自己肯定感や自己有用感，感性や想像力など，豊かな情操を培い，

豊かな心を育む教育の充実を図ります。また，平成31年２月に策定した「旭川市いじめ防

止基本方針」に基づく取組を実施するなど，いじめや不登校の未然防止と早期発見・早期

対応に取り組みます。

子どもたちが，生涯を通じて健康で安全に活力ある豊かな生活を送ることができるよう，

児童生徒の体力の向上や健康の保持増進，食育や学校給食の充実など，健やかな体を育む

教育の充実を図ります。

平成30年度 平成39年度
指 標

（2018年度） （2027年度）

指標６ 自分には，よいところがあると思っている児童生徒の割合 小:84.4% 90％以上

中:77.6%

指標７ 進んで仲間と関わり，自分の考えを深めたり，広げたりし 小:80.8% 90％以上
ている児童生徒の割合 中:76.0%

指標８ いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う児童 小:98.7% 100％
生徒の割合 中:96.9%

指標９ 専門機関や医療機関等において，相談・指導を受けた不登校 40.1% 100％
児童生徒の割合

指標10 学校の授業時間以外に，普段読書をしている児童生徒の割合 小:74.3% 80％以上
中:69.9%

指標11 １週間当たりの総運動時間（体育・保健体育の授業を除く） 小:47.6% 小:50%以上
が７時間以上の児童生徒の割合 中:66.8% 中:70％以上

指標12 学校給食が好きだと思う児童生徒の割合 小:71.7%＊ 小:80%以上
中:57.7%＊ 中:70％以上

＊ 実績値は平成29年度
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組３ 豊かな心を育む教育の充実

子どもたちに，自立心や自律性，生命を尊重する心，他者を思いやる心など，

豊かな心を育成するため，自然体験活動やボランティア活動，部活動などの充

実を図るとともに，児童生徒の発達段階に応じた心に響く道徳教育を展開する

ことが求められています。

本市では，各種調査等における児童生徒の実態を踏まえ，「旭川市小学校教

育課程編成の指針 特別の教科 道徳編」や「道徳の時間 指導資料」を作成し，

指導方法の改善に取り組んでいますが，今後も多様な体験を生かした教育活動

の推進や道徳科の指導の質の向上を図ることが必要です。

そのため，ボランティア活動や部活動等の多様な体験活動，地域の人材や社

会教育施設等を活用した学習活動，自己の生き方についての考えを深める道徳

科の学習等を通して，児童生徒がよりよく生きるための基盤となる道徳性を養

う教育の一層の充実に取り組みます。

▫道徳教育の推進

▫部活動の充実

▫体験活動の充実

▫地域の教育資源の活用

主な事務事業
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組４ いじめや不登校等への対応の充実

学校は，児童生徒が抱える様々な悩みの解決に向け，家庭や関係機関等との

連携に加え，児童生徒の状況等に応じ，福祉や医療などとも連携を図りながら，

心のケアや育成に努めることが求められています。

本市では，各学校が実態に応じ，いじめの早期解決や不登校の解消など，き

め細かく対応しているほか，市内の全中学校の生徒がいじめの問題について主

体的に考え行動する「生活・学習Ａｃｔサミット※」を開催したり，不登校の

児童生徒の学校復帰に向けて，学校と旭川市適応指導教室※（ゆっくらす）及

びスクールカウンセラー※の連携により継続的に支援しています。今後も，児

童生徒一人一人の心に寄り添いながら，学校と家庭，関係機関等がより一層連

携し，いじめや不登校等の解消に取り組むことが必要です。

そのため，平成31年２月に策定した「旭川市いじめ防止基本方針」に基づき，

インターネットを通じて行われるものを含むいじめの未然防止・早期対応等の

取組を一層充実するとともに，ゆっくらすにおける個別の支援やオンラインサ

ービスを活用した学習支援の充実により，不登校の児童生徒に対するきめ細か

な支援に取り組みます。

▫「旭川市いじめ防止基本方針」に基づく取組の推進

▫不登校児童生徒への支援の充実

主な事務事業
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組５ 豊かな感性を育み情操を培う教育の充実

急速に進む技術革新等により，生活が質的に変化する社会にあっても，児童

生徒が人間らしさを深めながら生きていくことができるよう，様々な教育活動

を通じて，感性や想像力を働かせながら考えたり，判断したりするなどの資質・

能力を育成し，豊かな情操を培うことが求められています。

本市では，児童生徒へのミュージカルやコンサート鑑賞等の機会の提供，読

書活動やボランティア活動の推進，全道大会等の出場に係る派遣費用の一部補

助，文化活動で優れた実績を挙げた児童生徒の表彰等の取組を実施していると

ころですが，今後も多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊かな感性を育み情

操を培う教育活動の充実を図る必要があります。

そのため，児童生徒が文化芸術や本に触れる機会の確保及び本市の文化施設

の活用など，文化芸術に親しむ機会や読書活動の充実に取り組みます。

▫文化芸術鑑賞機会の提供

▫読書活動の充実に向けた取組の推進

▫各種大会選手派遣費の一部補助

▫旭川市教育奨励賞の表彰

▫地域の教育資源の活用（再掲）

▫部活動の充実（再掲）

主な事務事業
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組６ 学校体育と学校保健の充実

児童生徒の体力向上や健康の保持増進のためには，体育・保健に関する指導

の充実を図り，家庭や地域社会と連携して日常生活における実践を促すなど，

生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培うとともに，各

種健診等必要な措置を講じることが求められています。

本市では，全国体力・運動能力，運動習慣等調査結果※等から，体育・保健

体育の授業は楽しいと思う児童生徒の割合やほとんど毎日運動している児童生

徒の割合が増加しています。また，一方で，持久力や敏しょう性が低いことや，

体育・保健体育の授業以外に運動やスポーツに取り組む時間が短い児童生徒も

見られることから，一人一人の児童生徒の実態に応じた体力の向上や運動の習

慣化に向け，取り組む必要があります。

そのため，体育・保健体育の授業改善や健康課題に係る研修会の開催，年間

を通した運動機会の確保，適切な健康管理や保健指導の実施等や，家庭や地域

との連携により，運動習慣や望ましい生活習慣の定着を図るとともに，生活習

慣病やがん，感染症など各種疾病についての理解を深め，児童生徒の体力向上

や健康の保持増進に取り組みます。

▫体力の向上や健康に関する教員の指導力を高める取組の推進

▫運動能力の向上や運動習慣の定着に向けた取組の推進

▫各種大会選手派遣費の一部補助（再掲）

▫旭川市教育奨励賞の表彰（再掲）

▫健康の保持増進を図る取組の推進

主な事務事業
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組７ 食育と学校給食の充実

学校教育における食育については，生涯にわたって健やかな心身と豊かな人

間性を育んでいくための基礎が培われるよう，栄養のバランスや規則正しい食

生活，食品の安全性についての指導を行い，児童生徒に望ましい食習慣を身に

付けさせることが求められています。また，学校給食の提供に当たっては，食

物アレルギーをもつ児童生徒に対する対応方法等を教職員が習得する必要があ

ります。

本市では，これまで児童生徒が学校給食を通じ，食文化やふるさと旭川の理

解を深められるよう給食指導資料や食育指導資料の発行，地元産の新米や旬の

野菜などの食材を活用した給食メニューの提供などに取り組んできました。今

後は，学校給食の教育的効果を引き出すため，生産者等との連携強化やアレル

ギー対応給食の提供に関するマニュアルの整備，食物アレルギー対応の徹底を

図ることが必要です。

そのため，児童生徒に対する食に関する指導を充実するとともに，学校給食

に関する事故防止対策等の徹底，学校給食を効率的・安定的に提供するための

調理・配膳業務の民間委託の検討，教職員の負担軽減や会計処理に係る透明性

の確保などのため給食費の公会計化※を進めます。

▫食に関する指導の充実

▫地産地消の取組の推進

▫学校給食の充実

▫給食調理の民間委託の検討

▫給食費の公会計化の推進

主な事務事業
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子どもたちの多様な個性を伸ばす教育の推進基本施策３

◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

旭川の豊かな自然や産業，伝統や文化，多様な人材や施設など，恵まれた教育資源を活用

した体験活動や取組などを推進し，子どもたちが自分やふるさとのよさを知り，自己の将来

や社会づくりに生かすことができる，地域に根ざしたキャリア教育※の充実を図ります。

教育上特別の支援を必要とする児童生徒や帰国・外国人児童生徒等を始め，全ての子ども

たちが持つ能力や可能性を最大限に伸ばすことができるよう，協調性や多様性を尊重し，一

人一人のニーズに対応した教育の充実を図ります。

平成30年度 平成39年度
指 標

（2018年度） （2027年度）

指標13 授業や課外活動で地域のことを調べたり，地域の人と関わったり 小:71.9% 80％以上

する機会のある児童生徒の割合 中:68.5%

指標14 特別支援教育※に係る校内研修を実施し，かつ，教職員が外 小:85.1% 100％

部の研修に参加した学校の割合 中:81.4%
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組８ ふるさと旭川の特徴を活かした教育の充実

学校教育においては，地域との関わりを通して児童生徒に社会の一員として

の自覚を持たせ，社会的・職業的自立に向けて必要となる資質・能力を育成す

るとともに，ふるさとへの愛着と誇りを醸成することが求められています。

本市では，児童生徒の発達の段階を踏まえ，中学校区の小・中学校と地域住

民が連携したボランティア活動，関係部局や地域の企業等を活用した職場体験，

異校種や異学年との交流活動等を通じて，児童生徒の自分らしい生き方の実現

を支援するとともに，地域と連携した産業に関する学習や伝統を受け継ぐ活動

等を行っているところですが，今後も，児童生徒が地域と接点を持ちながら，

旭川の特徴や魅力について理解を深め，学ぶことや働くこと，生きることの尊

さを実感する地域に根ざしたキャリア教育※を推進する必要があります。

そのため，児童生徒が地域と触れ合う体験活動等の充実や，旭川の自然や文

化など教育資源の有効活用を通して，ふるさと旭川のよさを生かした教育や自

分の夢の実現を図るキャリア教育の推進に取り組みます。

▫ふるさと旭川への理解を深める学習の充実

▫ふるさと旭川のよさを生かしたキャリア教育の充実

主な事務事業
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◆目標１ 子どもたちに未来を生き抜く力を育む

取組９ 一人一人のニーズに対応した教育の充実

子どもたちの自立と社会参加を見据え，多様な観点から，一人一人のニーズ

に応じた教育機会を提供することが求められています。また，帰国・外国人児

童生徒や個人の性的指向・性自認などの多様性に適切に配慮することや，幼児

教育を通して育まれた資質・能力を踏まえ児童一人一人が主体的に自己を発揮

しながら学びに向かうことが可能となるようにすることが求められています。

本市では，これまで，教育上特別の支援が必要な児童生徒に対し適切な指導

や支援を行うため，特別支援学級※や通級指導教室※を開設するとともに，特別

支援教育補助指導員※の配置に取り組んできたところです。また，医療的ケア

が必要な児童生徒が安心して学校生活を過ごせるよう看護師資格を有する特別

支援教育補助指導員の配置にも取り組んできました。今後は，帰国・外国人児

童生徒への日本語指導，関係機関との連携による相談支援体制の構築や児童生

徒の多様性に適切に配慮することが必要です。

そのため，特別支援教育※では，これまで行ってきた取組を継続するととも

に，児童生徒の実態に応じた支援を行う上で必要な人員の確保や，一人一人の

ニーズに対応した教育に関する専門性の向上を図る研修会の実施を通じた教員

の資質能力の向上，子ども総合相談センターや関係機関との連携による相談支

援体制を整備するなど，特別支援教育の充実を図ります。また，児童生徒一人

一人の多様性への配慮や帰国・外国人児童生徒への支援，小学校と幼稚園や保

育所等が連携した幼児教育の段階から小学校教育の段階への円滑な接続に取り

組みます。

▫特別支援学級・通級指導教室の開設

▫特別支援教育補助指導員の配置

▫特別支援教育等に関する研修会の開催

▫子ども総合相談センター等との連携

▫幼児教育との接続を図るスタートカリキュラムの整備

主な事務事業
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取組13  施設等の改修・維持管理及び耐震化の推進

取組14  小・中学校の適正配置の推進

取組15  教育機会均等のための経済支援

取組10  危機管理体制の整備

取組11  安全教育と安全対策の充実

取組12  教材・教具の整備

子どもたちの安全対策の充実基本施策４

教育環境の充実基本施策５

目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

子どもたちの安全・安心を確保し，生き生きと学ぶことができる環境づくりを推進します

自然災害や様々な事故，高度情報化に伴う新たな課題などから子どもたちを守り，安心
して学ぶことができる環境を整えることが必要です。また，子どもの将来が生まれ育った
環境によって左右されることのないよう，教育の機会均等を図るための支援に努めること
は全ての大人の責務です。

そのため，本計画においては「子どもたちの学びの環境を整える」を目標２と位置付け，

その実現に向けて，子どもたちの安全対策の充実と教育環境の充実に取り組み，危機管理

体制の整備や安全教育
※
の充実，教育環境の整備，教育機会均等のための経済的な支援の充

実などを図り，子どもたちが生き生きと学ぶことができる環境づくりを推進します。
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子どもたちの安全対策の充実基本施策４

◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

子どもたちの安全を確保し，安心して学ぶことができるよう，学校安全計画や危機管理
マニュアル等の不断の見直し・改善を図り，危機管理体制を整備し，学校安全に係る取組
を推進します。

子どもたちが，生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培い，進んで安全で安心な社会づ
くりに貢献できるよう資質・能力を育む安全教育※の充実を図ります。また，家庭や地域，
関係機関等と連携・協働し，交通安全や防犯に関する教育，自然災害も含めた防災訓練を
実施するとともに，登下校時の安全確保などの安全対策の充実を図ります。

平成30年度 平成39年度
指 標

（2018年度） （2027年度）

指標15 学校安全計画の検証・見直しをしている学校の割合 100% 100％を維持

指標16 自他の安全に気を付けて生活している児童生徒の割合 小:89.4% 100％
中:80.2%
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◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

取組１０ 危機管理体制の整備

児童生徒に関わる事故等が発生した際，教育委員会や学校が迅速かつ的確な

対応をとることができるよう，それぞれの役割等を明確にし，児童生徒の安全

を確保する体制を確立することが求められています。

各学校では，学校安全計画や危機管理マニュアルについて教職員の共通理解

を図り，事故等を想定した訓練で明らかとなった課題に対策を講じる取組など

を実施し，また，教育委員会では，「学校教育部危機管理マニュアル」を作成

し，事故等が発生した際の対応に備えています。一方，近年では，全国的に多

発する自然災害や学校が保有する情報に対する不正アクセスなどの事故等が発

生していることなどを踏まえた危機管理体制の整備を図ることが必要です。

そのため，関係部局や関係機関と連携した事故等の発生の予防はもとより，

想定される危機を明確にするなどの計画やマニュアル等の見直し，事故等が発

生した際に児童生徒の生命や身体を守るため，危機事態に対応できる体制づく

りに取り組みます。また，学校から保護者に対し一斉に連絡することができる

学習支援システムの「連絡メール機能」を利用して，学校と保護者の緊急連絡

体制を構築するとともに利用促進を図ります。

▫危機管理対策マニュアル等に基づく危機管理の徹底

▫教育情報セキュリティ対策の徹底

主な事務事業
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◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

取組１１ 安全教育と安全対策の充実

児童生徒が生涯にわたって安全で安心な生活を送ることができるよう，身の

回りの生活の安全，交通安全，防災等に関する指導の充実を図り，児童生徒自

らが日常生活の中に潜む危険を予測し，自他の安全に気を付けて生活するため

に適切に意思決定や行動選択する能力を身に付けさせることが求められていま

す。

本市においては，全ての小・中学校で，交通安全教室，防犯教室や防犯訓練，

自然災害を想定した防災訓練を実施するとともに，「旭川市通学路交通安全プ

ログラム」に基づく通学路の合同安全点検，地域ボランティア等による通学路

の見守り活動などを実施していますが，全国的に登下校時に児童生徒が事件・

事故に巻き込まれる事例が発生している状況や自然災害の発生などを踏まえ，

通学路を含めた学校における児童生徒の安全対策の充実を図る必要がありま

す。

そのため，警察や関係部局と連携した安全教育※の充実を図り，児童生徒の

危機対応能力を育成するとともに，学校・家庭・地域社会と連携しながら防犯

・防災も含めた安全確保に取り組みます。

▫交通安全教育の推進

▫防犯・防災の取組の推進

▫通学路の安全確保の推進

主な事務事業
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教育環境の充実基本施策５

◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

子どもたちが質の高い教育を安心して受けることができるよう，教材・教具やＩＣＴ※環
境の整備，学校施設や設備の整備，耐震化，適正な学校規模の確保などを計画的に進める
とともに，就学援助制度による保護者の経済的負担を軽減する取組を進めるなど，教育環
境の充実を図ります。

平成30年度 平成39年度
指 標

（2018年度） （2027年度）

指標17 大型提示装置（テレビ）の整備率（普通教室＋特別教室） 小:32.1% 100％

中:20.6%

指標18 無線ＬＡＮの整備率（普通教室＋特別教室） 31.7% 100％

指標19 耐震性のない，又は，耐震診断未実施の学校数 ８校 0校

指標20 適正な学校規模の確保 17校中２校 17校中16校

指標21 小・中学校の通学区域の整合性 15校中２校 15校中12校

指標22 就学援助制度を知っている割合※１ 98.2％＊２ 100％

＊１ 平成30年３月「旭川市子どもの生活実態調査結果報告書

（旭川市子育て支援部発行）」による

＊２ 実績値は平成29年度
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◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

取組１２ 教材・教具の整備

教育課程※の実施に要する教材・教具の整備とともに，情報化の進展に伴う

情報活用能力の育成に関わり，児童生徒の学び方の変化に対応した効果的な授

業の実現のため，可動式コンピュータや無線ＬＡＮ環境等，新たなＩＣＴ※環

境の整備を進めることが求められています。

本市では，これまで国が示す「教材整備指針」に基づき教材・教具の整備を

進めてきましたが，学習指導要領※の改訂を踏まえ，教育課程の実施に要する

教材・教具を整備する必要があります。ＩＣＴ環境の整備については，これま

で国の「第２期教育振興基本計画（平成25年６月）」に示されている目標の達

成に向け整備を進めてきたところであり，教育用コンピュータをコンピュータ

教室に40台，校務用コンピュータを教員に１人１台，超高速インターネット接

続を全小中学校に整備しましたが，電子黒板や実物投影機，無線ＬＡＮの整備

については，今後も環境整備が必要です。また，国の「第３期教育振興基本計

画（平成30年６月）」等においては，より高い水準の整備が求められています。

そのため，国の「教材整備指針」や「第３期教育振興基本計画」等を踏まえ，

教育課程の実施に要する教材・教具やＩＣＴ環境の整備などを計画的に進めて

いきます。

▫教育課程の実施に要する教材・教具の整備

▫ＩＣＴ環境の整備

主な事務事業
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◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

取組１３ 施設等の改修・維持管理及び耐震化の推進

学校施設は，本来，児童生徒の学習や生活の場ですが，地震などの災害時に

は地域の避難所としての役割を担っており，教育活動はもとより災害時におけ

る安全性や機能性を有していることが求められています。

本市の学校施設は，建築後30年以上が経ち，老朽化が進んでいるものが多い

ことから，これまでも各施設の状態を把握した上で，耐震補強等が必要な施設

の改修や増改築，暖房・給水・電気などの設備改修，定期的な保守点検等を進

めてきましたが，増改築が必要な施設，適正配置対象校の中には耐震性のない

又は耐震診断の未実施の施設があるほか，老朽化対策が必要な施設が多くあり

ます。

そのため，各施設の状態や適正配置の進捗状況，費用の平準化などを踏まえ

た上で，今後の増改築や大規模改修を行い，また，適切な維持管理のための修

繕や保守点検等を継続して実施していきます。

▫施設設備の改修・修繕

▫法定点検等の実施

▫校舎等の増改築・大規模改修の実施

主な事務事業
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◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

取組１４ 小・中学校の適正配置の推進

児童生徒が主体的に学習に取り組み，他者と協働して課題を解決していくた

めには，集団の中で多様な考えに触れ，自分の考えを導き出し，言語活動等に

よるコミュニケーションにより切磋琢磨することなどを通じて，思考力・判断

力・表現力や問題解決能力，規範意識や社会性などの「生きる力」を育むこと

が求められています。

本市では，「旭川市立小・中学校適正配置計画」において，平成31年度まで

に５学級以下の過小規模校の近隣学校への統合や，１つの小学校から複数の中

学校に進学する通学区域の見直しを行うこととし，保護者や地域住民との協議

を行っていますが，合意が得られたのは，統合が11の対象校のうち２校，通学

区域の見直しが７の対象校のうち２校にとどまっています。

そのため，「旭川市立小・中学校適正配置計画」の点検・見直しを平成32年

度から始まる第２期に向けて行うとともに，第１期の対象校については，引き

続き，保護者や地域住民の合意が得られるよう取り組みます。また，適正配置

により生じた廃校校舎等についても地域住民との協議を行いながら有効活用を

図ります。

▫「旭川市立小・中学校適正配置計画」に基づく取組の推進(統合・通学区域の見直し)

▫廃校校舎等の跡利用者の募集

主な事務事業
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◆目標２ 子どもたちの学びの環境を整える

取組１５ 教育機会均等のための経済支援

家庭の経済状況にかかわらず，全ての子どもが質の高い教育を受け，自らが

持つ能力や可能性を最大限に伸ばし，それぞれの夢に挑戦できるようにするこ

とは，一人一人の豊かな人生の実現に加え，今後の我が国の成長・発展にもつ

ながるものとされています。国の「子供の貧困対策に関する大綱※」でも，学

校を子どもの貧困対策のプラットフォームと位置付け，総合的な子どもの貧困

対策を推進するとともに，教育の機会均等を保障することが求められています。

本市では，経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し，就学援助

費や特別支援教育就学奨励費の支給を実施していますが，今後も保護者に対し，

制度の周知徹底を図る必要があります。

そのため，全保護者を対象に就学援助の申請書や活用できる各種支援制度に

ついてのお知らせの配付，学校と連携して様々な機会を通じた制度の概要や学

習支援について情報提供を行うほか，関係部局と子育ての支援に関わる情報共

有を行うなど，必要な世帯を確実に支援できるよう取り組みます。

また，学校や家庭で実施することができるオンラインサービスを活用し，学

習の支援を行います。

▫就学援助制度の実施

▫特別支援教育就学奨励費事業の実施

▫子育て支援会議への参画

▫オンラインサービスを利用した学習支援システムの導入・活用（再掲）

主な事務事業
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取組18  学校における指導体制の充実

取組17  教職員がより子どもと向き合える環境づくりの推進

取組16  学校種間の連携をベースとしたコミュティ・スクールの推進

学びを支える連携・地域との協働の推進

学校の教育力の向上基本施策７

基本施策６

目標３ 子どもたちをともに育て豊かな学びをつくる

学校種間の連携や地域とともに歩む教育を推進し，学校の教育力を高めます

子どもたちが健やかに成長するためには，学校はもとより，家庭や地域が教育の場とし

ての機能を発揮し，地域全体で子どもたちを育てることが重要です。また，高い専門性を

有する教職員が組織的に教育活動を行い，子どもたちのよりよい成長を促すことが必要で

す。

そのため，本計画においては「子どもたちをともに育て豊かな学びをつくる」を目標３

と位置付け，その実現に向けて，学びを支える連携・協働の推進と学校の教育力の向上に

取り組み，学校種間の連携を基盤としたコミュニティ・スクール
※
の推進や教職員が子ども

と向き合う環境づくりのための働き方改革の推進，学校における指導体制の充実などを図

り，学校の教育力を一層高めます。
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学びを支える連携・地域との協働の推進基本施策６

◆目標３ 子どもたちをともに育て豊かな学びをつくる

「旭川市小中連携・一貫教育推進プラン」に基づき，中学校区の小・中学校が連携し，
９年間を見通した系統的な教育活動や小学校から中学校への円滑な接続など，小中連携・
一貫教育※に取り組みます。

この中学校区での連携の充実をベースとして，学校と地域が力を合わせて子どもたちを
育むコミュニティ・スクール※の導入・充実に取り組み，学びを支える学校・家庭・地域の
連携・協働を推進します。

平成30年度 平成39年度
指 標

（2018年度） （2027年度）

指標23 中学校区で教育課程※に関する共通の取組を行い，かつ，教 63.0% 100%

科の接続を図っている割合

指標24 中学校区で学校運営の基本方針の一部又は全部を共通で設定 9.9% 100％

しているコミュニティ・スクールの割合
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◆目標３ 子どもたちをともに育て豊かな学びをつくる

取組１６ 学校種間の連携をベースとしたコミュニティ・スクールの推進

子どもたちや学校を取り巻く状況は複雑化，多様化し，地域ぐるみでの教育

が不可欠となっており，保護者や地域の方々が委員として学校運営に参画する

学校運営協議会の設置，コミュニティ・スクール※の導入が求められています。

本市では，平成26年度から小中連携・一貫教育※に取り組み，平成29年度に

策定した「旭川市小中連携・一貫教育推進プラン」に基づく各中学校区での取

組が進んできています。この連携をベースとして平成30年度から３中学校区で

コミュニティ・スクールのモデル事業を開始しましたが，中学校区ごとに小中

連携・一貫教育の取組状況に違いがあることや，１つの小学校から複数の中学

校へ進学する校区の解消等，連携を進める上での課題を整理する必要がありま

す。

そのため，これまで取り組んできた小学校と中学校の連携の充実を図るとと

もに，コミュニティ・スクールについては，モデル事業での取組の成果を踏ま

え，小中連携・一貫教育をベースとした各中学校区の状況に応じた導入を全小

中学校において目指します。また，引き続き，「旭川市立小・中学校適正配置

計画」に基づく通学区域の見直しを行います。

▫コミュニティ・スクールの推進

▫小中連携・一貫教育の取組の充実

▫「旭川市立小・中学校適正配置計画」に基づく取組の推進(統合・通学区域の見直し)

(再掲)

主な事務事業
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学校の教育力の向上基本施策７

◆目標３ 子どもたちをともに育て豊かな学びをつくる

「旭川市立小中学校働き方改革推進プラン」に基づき，子どもたちの豊かな学びや成長
に向け，教職員が誇りや情熱，やりがいとともに，心身ともに健康で生き生きと子どもた
ちと向き合うことができる環境づくりを推進します。

教職員のキャリアステージに応じた研修や倫理観を高める研修などの実施により，教職
生活の全体を通じて学び続ける教師を支援し，実践力や専門性などの資質・能力の向上に
取り組み，学校の指導体制の充実を図ります。

平成30年度 平成39年度
指 標

（2018年度） （2027年度）

指標25 １か月当たりの時間外在校等時間が45時間を超える教職員 小:47.4% 小:０％
の割合 中:68.3% 中:０％

指標26 授業の内容がよく分かる児童生徒の割合 小:91.9% 100％
中:88.5%
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◆目標３ 子どもたちをともに育て豊かな学びをつくる

取組１７ 教職員がより子どもと向き合える環境づくりの推進

学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し，学校に求められる役割が拡大

する中，教職員の長時間勤務が看過できない実態であることから，教職員が子

どもと向き合う時間を確保し，教職員一人一人が持っている力を存分に発揮で

きる環境づくりが求められています。

本市が平成30年に実施した「旭川市小中学校における教職員の勤務に係る実

態調査」では，教職員の１週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分のとこ

ろ，60時間を超える教職員の割合は，主幹教諭・教諭では小学校で24.9％，

中学校では61.2％，教頭では，小中学校ともに９割近くが60時間を超える結

果となっており，教職員の長時間勤務の状況を早急に改善していく必要があり

ます。

そのため，教職員の勤務時間の縮減と負担軽減を図り，教職員が心身ともに

健康で生き生きと子どもたちと向き合うことができるよう，平成31年１月に策

定した「旭川市立小中学校働き方改革推進プラン」に掲げる達成目標の実現を

目指し，４つの重点戦略に基づく45の具体的な取組を実施し，教職員の働き方

改革を推進します。

▫「旭川市立小中学校働き方改革推進プラン」に基づく取組の実施

主な事務事業
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◆目標３ 子どもたちをともに育て豊かな学びをつくる

取組１８ 学校における指導体制の充実

学校の教育目標の実現に向け，校長のリーダーシップの下，組織的・計画的

に教育活動を展開する指導体制を充実するためには，教職員の教科指導や生徒

指導に関する指導力などの資質・能力の向上を図ることに加え，法令遵守や服

務規律の保持などの高い規範意識が求められています。

本市では，法に定められた教員研修の実施のほか，本市の教育課題に応じた

研修会を開催するなどし，教職員の資質・能力の向上に取り組んできたところ

ですが，若手教員の指導力向上や新しい時代に求められる教育課題に対応する

力を身に付けるための研修等を今後も実施する必要があります。

そのため，教科指導や生徒指導，今日的な教育課題，カリキュラム・マネジ

メント，学校組織マネジメント，服務規律の保持など，教育公務員としての倫

理観や専門性，実践的指導力を高める研修を実施し，教職員の資質・能力の向

上に取り組み，学校における指導体制の充実を図ります。

▫教員の指導力向上を図る研修の充実

▫教職員の服務規律の保持

主な事務事業
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Ⅴ 計画の推進

教育委員会の事務に

関する点検・評価

Ｃｈｅｃｋ（評価）

点検・評価

Ａｃｔｉｏｎ（改善）

事務事業の見直し

Ｐｌａｎ（計画）

事務事業の計画

Ｄｏ（実行）

事務事業の実施

第２期計画を着実に推進していくため，ＰＤＣＡサイクルに基づき，毎年度，成果を

客観的に検証するとともに，課題等を明らかにして翌年度以降の施策・事業等の展開に

反映させていきます。

このため，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による「教育委員

会の事務に関する点検・評価」を活用して，第三者の知見を反映させ，客観的な評価を

行います。

本計画の進行管理イメージ





- 1 -

用語解説

旭川市地域まちづくり推進協議会（P５）

地域を構成する団体等が互いに対等な立場で
参加するネットワークとして，市民委員会，

社会福祉協議会，民生児童委員協議会，商工

関係団体，消防団，福祉関係団体，NPO等の
代表者及び公募委員により構成している。地

域のまちづくりの検討と推進及び支援策に関
することを協議し，課題やその解決方法につ

いて市長へ提言するとともに，地域課題の解

決に取り組む。

学習指導要領（P１，４，７，16，17，32）

法令に基づいて国が定めた教育課程の基準

で，各教科・科目，特別活動などの目標，内

容，内容の取扱い等を大綱的に示したもの。

あ

安全教育（P９，10，27，28，30）

児童生徒が安全な生活を営むのに必要な事項
を実践的に理解し，安全な行動ができるよう

な態度や能力を身に付けることをねらいとし

た，生活安全，交通安全，災害安全を内容と
する教育。

外国人英語指導助手（ＡＬＴ）（P17）

小・中学校における英語教育や国際理解教育

の充実を図るため，市内小・中学校に派遣さ

れている英語を母国語とする外国人。

学校司書（P４，８）

児童生徒及び教員による学校図書館の利用の

促進に資するため，専ら学校図書館の職務に

従事する職員で，学校図書館の日常の運営・
管理，学校図書館を活用した教育活動の支援

などを行う。学校図書館法により，配置は努

力義務と規定されている。

か

き

キャリア教育（P24，25）

一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要

な基盤となる能力や態度を育てることを通し

て，キャリア発達を促す教育。

給食費の公会計化（P９，23）

給食費を市の会計で管理すること。本市では，

給食費は各学校長が管理する「私会計」とし

ている（平成31年３月現在）。

教育課程（P５，６，17，32，37）

学校教育の目的や目標を達成するために教育

の内容を児童生徒の心身の発達に応じ，授業

時数との関連において総合的に組織した学校
の教育計画。
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少人数学級編制（P６，16）

国の「小学校（中学校）設置基準」で定める

１学級の児童（生徒）数の上限よりも少ない
基準による人数で学級編制を行うこと。

子供の貧困対策に関する大綱（P35）

子どもの貧困対策の推進に関する法律第８条

に基づき，平成26年８月29日に閣議決定さ

れた。子どもの貧困対策を総合的に推進し，
全ての子どもたちが夢と希望を持って成長し

ていける社会の実現に向けて，一 子どもの

貧困対策に関する基本的な方針，二 子ども
の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高

等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標

及び当該指標の改善に向けた施策，三 教育
の支援、生活の支援、保護者に対する就労の

支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策
に関する事項，四 子どもの貧困に関する調

査及び研究に関する事項について定めてい

る。

こ

コミュニティ・スクール（P４，５，36，37，
38）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律及
び教育委員会規則に基づき，教育委員会が任

命した保護者や地域住民等により構成される

「学校運営協議会」を設置している学校。一
定の権限と責任を持って学校運営の基本方針

を承認したり，教育活動について意見を述べ

ることができる。

小中連携・一貫教育（P37，38）

小・中学校の９年間を見通した系統的な教育

活動や小学校から中学校への円滑な接続を目
指す取組を通して，子ども一人一人の学力の

向上や人間形成を図る教育。

し

す

せ

小中学生の意識調査（P３）

国が子ども・若者育成支援施策の基礎資料と

するため，全国の小・中学生2,000人とその

保護者のうち協力を得られた者を対象に，家

庭生活，学校生活，友人関係等に関する意識

や子育ての方針や悩み等について，平成25年

に実施した調査（平成25年度 小学生・中学

生の意識に関する調査）。

情報教育（P７，15，17）

情報社会に主体的に参画する態度や，情報モ

ラルを含む情報活用能力を子どもたちに身に
付けさせる教育。

スクールカウンセラー（P８，20）

子どもの不安や悩みの相談に当たるととも

に，保護者・教員などに対し，子どもとの関
わりについての助言・支援を行うため，学校

に配置される臨床心理士などの心の専門家。

生活・学習Ａｃｔサミット（P20）

全中学校の生徒会役員等が弁護士や心理士な
どの専門家を交え，旭川の子どもたちの現状

や課題などを踏まえ，よりよい生活の在り方

について生徒自ら考えを深める会議。
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と

適応指導教室（P８，20）

不登校及びその傾向にある児童生徒に対し，

保護者や在籍校，関係機関と連携を深め，学

習支援・教育相談・体験活動など多様な活動
を一人一人の実態に即して行い，当該児童生

徒の生活意欲を育むとともに，学校生活への

適応や学校復帰を支援するなど，豊かな情操
や社会性を育むための支援及び指導を行うこ

とを目的とした教室。

全国学力・学習状況調査（P３，７，８，15，
16）

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の
観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状

況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を

検証し，その改善を図ること等を目的として，
国が平成19年度から小学校６年生と中学校３

年生を対象に実施している調査。

特別支援学級（P26）

障害があり，特別な教育的支援を必要とする
児童生徒のために，必要に応じて設置される

学級。

つ

通級指導教室（P26）

小・中学校の通常の学級に在籍している児童
生徒に対して，各教科等の大部分は通常の学

級で行いつつ，障害に応じた一部特別の指導

（通級による指導）を行うための教室。

全国体力・運動能力，運動習慣等調査（P３，

９，22）

児童生徒の体力・運動能力の状況を把握・分

析し，体力・運動能力の向上に係る取組の改
善を図るため，国が平成20年から実施してい

る調査。

小学校５年生と中学校２年生を対象とし，実

技に関する調査（新体力テストと同様）と運

動習慣や生活習慣等に関する質問紙調査があ

るほか，学校に対する質問紙調査がある。

て

特別支援教育（P６，７，24，26）

障害のある児童生徒に対して，一人一人の教

育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，

生活や学習上の困難を改善・克服できるよ
う，必要な支援を行う教育。

特別支援教育補助指導員（P26）

学級担任等による指導や支援を補助し，教育

上特別の支援を必要とする児童生徒への支援

及び学級等の運営支援を行う。なお，看護師
免許を有する者は，上記業務のほか，医師の

指示書に基づく医療的ケア（導尿，たん吸引

等）を実施している。
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貧困率（P３）

所得が国民の「平均値」の半分（貧困線）に
満たない人の全人口に占める割合。

ひ

I

ビッグデータ（P２）

コンピューターや通信機器などの高機能なデ

ジタル機器が仕事や暮らしに広く利用される

ことにより，日々刻々と記録されている様々
なデータの巨大な集まり。データの種類や量

になんらかの規定があるわけではなく，多く

の種類と形式のデータがあると同時に，これ
までのデータベースでファイル管理されてい

る構造化データ，検索や整理，変更などの一

括したファイル管理が難しい，非構造的に記
録されているものも含まれている。

ＡＩ（P２）

artificial intelligenceの略で，人工知能と訳
される。学習・推論・判断といった人間の知

能の持つ機能を備えたコンピューター・シス

テム。

ＳＮＳ（P３）

インターネットのネットワークを通じて，人

と人をつなぎコミュニケーションが図れるよ
うに設計された会員制サービス。

A

Ｓ

ＩＣＴ（P３，15，31，32）

Information and Communication Technol
ogy の略。情報処理や通信に関する技術のこ

とであるが，それにとどまらず，これらを活

用した機器やサービスなども含む幅広い概念
として使用されている。

ＩｏＴ（P２）

Internet of Thingsの略で「モノのインター

ネット」と訳される。センサーと通信機器が
組み込まれたモノ（物）が，インターネット

を通じてあらゆるモノとつながり，互いの情

報・機能を補完・共生し合う状態。

Ｏ

ＯＥＣＤ（P３）

経済協力開発機構の略。本部はフランスのパ

リ。1948年に発足したOEEC（ヨーロッパ経
済協力機構）が前身で，これにアメリカ及び

カナダが加わり1961年にOECDとなった。日

本は1964年に加盟。先進国間の自由な意見
交換・情報交換を通じて，１）経済成長，２）

貿易自由化，３）途上国支援に貢献すること
を目的としている。
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「旭川市学校教育基本計画懇話会」の経過等

Ⅰ 旭川市学校教育基本計画懇話会開催要綱

（趣旨）

第１条 次期旭川市学校教育基本計画（以下「基本計画」という。）の策定に当たり，学校関係者，

学識経験を有する者等の意見を聴くため，旭川市学校教育基本計画懇話会（以下「懇話会」とい

う。）を開催する。

（職務）

第２条 懇話会は，基本計画についての意見交換等を行う。

（参加者）

第３条 懇話会の参加者は，次に掲げる者のうちから，教育長が参加を依頼した者とする。

(1) 学校関係者

(2) 学校教育に関する施策等に関し学識経験を有する者

(3) 市内に居住し，又は通勤し，若しくは通学する者であって，教育長が行う公募に応じた者

(4) その他教育長が必要と認めた者

２ 懇話会の参加者は，１２人以内とする。

３ 参加期間は，教育長が依頼した日から，平成３１年３月３１日までとする。

（会議の進行）

第４条 会議の進行は，参加者の互選により定めた進行役が行う。

（庶務）

第５条 懇話会の庶務は，旭川市教育委員会学校教育部教育政策課において行う。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，参加者からの意見を踏まえ，教育政策課長が

定める。

附 則

この要綱は，平成３０年３月９日から施行する。
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Ⅱ 旭川市学校教育基本計画懇話会参加者名簿
（敬称略 五十音順）

氏 名 備 考

井 田 友 三 旭川市市民委員会連絡協議会

伊 東 義 晃 旭川市中学校長会

勝 山 孝 恵 旭川商工会議所

川 島 政 吉 旭川市小学校長会

川 邊 淳 子 北海道教育大学旭川校

菊 地 啓 太 公募

笹 本 奈 海 旭川市ＰＴＡ連合会

佐 藤 愛 子 公募

佐 藤 保 上川教育研修センター

長 谷 弘 之 北海道特別支援学校長会道北支部

藤 木 由加里 旭川私立幼稚園協会

古 川 彩 子 公募

Ⅲ 旭川市学校教育基本計画懇話会における意見交換の経過

第１回 ○参加者の紹介

平成３０年７月５日（木） ○会議進行役の互選

○議題

１ 懇話会の運営等について

２ 学校教育基本計画の策定概要について

３ 策定スケジュールについて

４ その他

第２回 ○議題

平成３０年８月７日（火） １ 旭川市学校教育基本計画（素案）について

２ その他

第３回 ○議題

平成３０年１２月２０日（木） １ 旭川市学校教育基本計画（素案）について

２ その他

第４回 ○議題

平成３１年１月１７日（木） １ 第２期旭川市学校教育基本計画（素案）に

ついて

２ その他

第５回 ○議題

平成３１年３月２０日（水） １ 第２期旭川市学校教育基本計画（案）につ

いて

２ その他
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旭川市の児童生徒の教育に関するアンケート調査結果

Ⅰ 調査実施概要

１ 調査目的

平成31年度を始期とする次期旭川市学校教育基本計画の策定に当たり，市民の意識・意向

等を広く聴取し計画に反映させる必要があるため，アンケート調査を実施し，計画策定の基礎

資料として活用する。

２ 調査方法等

(1) 調査対象地域 旭川市全域

(2) 調査対象者 旭川市民のうち18歳以上の男女3,000人

(3) 抽出方法 住民基本台帳から層化２段無作為抽出

(4) 調査方法 調査票の郵送によるアンケート方式

(5) 調査期間 平成30年7月13日～7月31日

３ 回収結果

(1) 発送数 3,000人

(2) 回収数 1,012人

(3) 回収率 33.7％（＝回収数÷発送数）

４ 調査結果の表し方

(1) 調査結果の数値は回答率（％）で示している。回答率の母数は，その質問項目に該当する

回答者の数であり，その数はＮで示している。

(2) 回答率は特に明記しない限り，原則として各設問の無回答を含む回答者総数に対する百分

率（％）で表している。

(3) 百分率は小数第２位を四捨五入し，小数第１位まで表示しているため，回答率の合計が

100.0％にならない場合がある。

(4) 選択肢の中から複数選べる設問では，回答率の合計が100.0％を超える場合がある。
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Ⅱ 調査結果

問１ 性別
（Ｎ＝1,012）

回答数 割合(%)

１ 男性 396 39.1

2 女性 610 60.3

3 無回答 6 0.6

合計 1,012 100.0

問２ 年代
（Ｎ＝1,012）

回答数 割合(%)

1 10歳代 12 1.2

2 20歳代 56 5.5

3 30歳代 125 12.4

4 40歳代 167 16.5

5 50歳代 162 16.0

6 60歳代 225 22.2

7 70歳以上 259 25.6

8 無回答 6 0.6

合計 1,012 100.0

問３ 20歳未満の子どもがいる場合は，当てはまるもの全てにレ点を付けてください。
（Ｎ＝1,012）

回答数 割合(%)

1 未就学児 103 10.2

2 小学生 107 10.6

3 中学生 66 6.5

4 高校生以上 126 12.5

5 無回答 701 69.3
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問４ 未来を担う子どもたちには，確かな学力や豊かな心，健やかな体など「生き
る力」を育むことが求められています。そのために，子どもたちに身に付けさ

せたい力や態度についてお尋ねします。

（１）確かな学力の育成に関して，特に，旭川市の児童生徒に身に付けさせたい
と考えるものに，レ点を付けてください。（レ点は５つまで）

（Ｎ＝1,012）

回答数 割合（％）

1 基礎的・基本的な知識及び技能 680 67.2

2 多様性を尊重し，互いのよさを生かして協働しな 601 59.4

がら課題を解決する力

3 学ぶことに対する興味や関心 490 48.4

4 問題を発見し，解決につなげようとする態度 470 46.4

5 身に付けた知識や技能を他の学習や生活の場面で 469 46.3

活用する力

6 言語能力（読解力など，言語を運用するのに必要 433 42.8

な能力）

7 見通しをもって粘り強く取り組む態度 325 32.1

8 主体的に学習に取り組む態度を含めた学びに向か 271 26.8

う力

9 情報モラルを含む，情報活用能力 270 26.7

10 生涯にわたって能動的に学び続ける態度 210 20.8

11 自分にふさわしい学習方法を模索する態度 189 18.7

12 自己の考えを広げ深める態度 176 17.4

13 自己の学習活動を振り返って次につなげる態度 129 12.7

14 その他 50 4.9

15 無回答 8 0.8
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（２）豊かな心の育成に関して，特に，旭川市の児童生徒に身に付けさせたいと

考えるものに，レ点を付けてください。（レ点は３つまで）

（Ｎ＝1,012）
回答数 割合（％）

1 人が生きる上で必要なルールやマナー，社会規範 742 73.3

などを身に付け，人としてよりよく生きる態度（公

共の精神や規範意識など）

2 相手の身になって考え，相手のよさを見付けよう 539 53.3

とする態度

3 その時その場で何が正しいかを判断し，自ら責任 538 53.2

をもって行動しようとする態度

4 多様な考えを理解したり，互いに協力し合い，自 415 41.0

分の力を全体のために役立てようとしたりする態

度

5 自ら考え，自らのよさや可能性を発揮しようとす 195 19.3

る態度

6 自己を見つめ，自己の生き方を考え，自己実現を 161 15.9

図っていこうとする態度

7 その他 11 1.1

8 無回答 107 10.6
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（３）健やかな体の育成に関して，特に，旭川市の児童生徒に身に付けさせたい

と考えるものに， レ点を付けてください。（レ点は３つまで）

（Ｎ＝1,012）
回答数 割合（％）

1 健康的な生活習慣 641 63.3

2 食に関する正しい知識と望ましい食習慣 489 48.3

3 安全に関する情報を正しく理解し，安全のための 471 46.5

行動に結び付ける力

4 生涯を通じて運動に親しむための基礎的な体力 386 38.1

5 身近な生活における健康に関する知識 336 33.2

6 自ら進んで運動に親しむ態度 220 21.7

7 その他 17 1.7

8 無回答 105 10.4

問５ 生きる力（確かな学力，豊かな心，健やかな体）の育成のほか，旭川市の児
童生徒の教育に関して，今後どのようなことを重点的に推進すべきと考えます
か。当てはまるものにレ点を付けてください。（レ点は３つまで）

（Ｎ＝1,012）

回答数 割合（％）

1 児童生徒の安全・安心 668 66.0

2 学校・家庭・地域の連携・協働 654 64.6

3 家庭教育の充実 352 34.8

4 小中連携・一貫教育（小学校と中学校の９年間を 346 34.2

見通した教育活動）

5 学校施設・設備等の整備 330 32.6

6 適正な学校規模の確保（小規模化した学校におけ 255 25.2

るデメリット解消に向けた統廃合等）

7 その他 39 3.9

8 無回答 14 1.4
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問６ 旭川市の児童生徒の教育のためには，以下の項目についても大切であると考
えています。問５の項目に加え，この中で重点的に推進すべきと考えるもの全

てにレ点を付けてください。

（Ｎ＝1,012）
回答数 割合（％）

1 コミュニケーション能力の育成 724 71.5

2 いじめや不登校等への対応 694 68.6

3 道徳教育 591 58.4

4 外国語教育など，グローバル化（国際化）に対応 481 47.5

した教育

5 災害対応と防災教育 447 44.2

6 特別な配慮を必要とする児童生徒への教育的支援 437 43.2

7 就学援助の充実など教育費の負担軽減 386 38.1

8 体験活動 380 37.5

9 情報モラルを含めた情報活用能力の育成 348 34.4

10 主権者教育（主権者として社会の中で自立し，他 341 33.7

者と連携・協働しながら，社会を生き抜く力や地

域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的

に担う力を育む教育）

11 伝統や文化に関する教育 300 29.6

12 キャリア教育（社会で自立して生きていく力の育 294 29.1

成等）

13 ふるさと教育（郷土への愛着や誇りを育む教育） 279 27.6

14 地域の教育資源（人材・施設等）を活用した教育 277 27.4

活動

15 読書活動・学校図書館の活用 265 26.2

16 学校のICT環境（情報通信機器やネットワーク環境 213 21.0

等）の整備

17 学校給食の充実や食育 204 20.2

18 児童生徒理解と生徒指導 202 20.0

19 学校における働き方改革 191 18.9

20 理数教育 134 13.2

21 その他 36 3.6

22 無回答 14 1.4
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問７ 旭川市の児童生徒の教育に関して，御意見等を自由に記入してください。
（主なもの）

１ 生きる力（確かな学力・豊かな心・健やかな体）の育成，子どもたちの
多様な個性を伸ばす教育の推進について

・教員の教える内容がブラッシュアップされていない。中学生，小学生で塾に通う子

供が多いのはおかしい。公教育の場で授業もさることながら，放課後等でも自習室

を設け，家庭環境に左右されず意欲のある子供が学べる場をつくってほしい。

【女性，40歳代】

・小中学校での35人，あるいは30人学級を強く望みます。特別支援学級の児童を含め

ると40人以上でも１クラスとなり，不便な状況で授業を受けている子どもたちがい

ます。きめ細やかな指導のためにも少人数学級は限られた学年や学級にせず，全て

の学校で行われるべきではないでしょうか。教職員不足であることも理解できます

が検討していただきたいと思います。また，学校によって教育環境，設備もかなり

異なると思います。全ての子どもたちに平等に教育を受けさせることができるよう

に予算化をお願いしたいです。【女性，40歳代】

・スマートフォンが普及してネット社会になった今，間違った情報に惑わされない力

を子供達にはつけていってほしいです。【女性，20歳代】

・社会のグローバル化に向けて，英語の教育を早めに対応して，児童が英会話もしく

は中国語を積極的に学べて身につけていけると良いと思います。英会話の教員を外

部から協力してもらうのも良いと思います。旭川の児童がいち早く世界でも対応で

きる人になるためには英語力を伸ばしていく教育が必要ではないでしょうか。

【女性，50歳代】

・いじめや情報モラルの問題を含め，一人一人の子どもたちに，自己の生き方や，社

会で果たす役割についてしっかりと考えさせるとともに，自他の命の大切さを実感

できる教育の推進をお願いします。【男性，60歳代】

・学力ももちろん大事ですが，人を思いやる心を持てる子供を育ててほしいです。必

要なルールやマナー，道徳教育に力を入れてほしいです。【女性，50歳代】

・現代の社会生活において，コミュニケーション能力というのが何よりも大切になっ

てくると思うので，学校生活では，自分の意見を言える力，人と関わる力を十分に

伸ばしていけるように支援していただけると嬉しいです。【女性，20歳代】

・10代の凶悪事件が多く，また，いじめによる悲惨な出来事もなくなりません。小学

生から中学生の年代にしっかりと人間性をつくる教育をしてください。思いやりの

あるやさしい人間を育ててください。教育者にふさわしい教師の育成も必要です。

公正で正義感の強い，いじめにも見て見ないふり等しないで問題解決に取り組む子

供たちに信頼される教師がいてほしいです。【男性，60歳代】

・近年，児童のインドア化が進んでいるように思うため，学校での体験学習や，外泊

もある児童クラブ等の推進など基礎教育以外での教育活動を増やし，アウトドアメ

インのよりたくさんの経験ができれば良いのではないかと思います。

【男性，10歳代】
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・教科書類が多すぎてリュックが重たいです。成長期の体に負担ですので考えてくだ

さい。【女性，30歳代】

・急速に複雑化し変化していく社会状況に対応していける自力心を養ってほしいと思

います。【男性，70歳以上】

・子供が自分の好きなことを見つけられるような学校生活を送ってもらいたいです。

向き不向き関係なく，子供の好きなことを教師側も見つけてあげてほしい。

【男性，20歳代】

・グローバル化や情報化，少子高齢化など急激な変化に伴い，高度化・複雑化する諸

課題への対応が必要となっている現在，育成すべき人材像（子ども像）も変化への

対応が必要となっていると思います。ふるさとを愛し，ふるさと旭川の未来を支え

る（担う）人材の育成について，一層（これまで以上に）教育の充実が求められて

いると考えます。【男性，60歳代】

・現代は発達障害などの特別支援が必要な児童が重要な事だと感じられます。行き場

のない児童がなくなるような教育支援を考慮していただければ，その後の成長に影

響するのではないでしょうか。【男性，50歳代】

２ 子どもたちの安全対策，教育環境の充実について
・子供たちが安心，安全に通えるよう，学校含め地域も整備が必要。街灯が少なく，

暗い。【女性，30歳代】

・学校での学習環境も大切だと思うので，学習時の集中力UPとして夏の環境（教室に

クーラー設置など）を整える必要がある。今の時代クーラーは必須。職員室のみ設

置されている学校もある。生徒の教室への設置が優先されるべき。【女性，40歳代】

・色々なチャンスを広げる為にも，今後より良い就学援助の充実や教育費の軽減など

をお願いしたいです。【女性，30歳代】

３ 学びを支える連携・地域との協働の推進，学校の教育力の向上について
・自分の子供が成長する中で，地域との関わり・郷土愛が薄れていると感じていま

す。防災を含めた地域連携は，お互いが必要に思います。少子化に対応するには多

くの大人が子育てに関わり，理解してもらうのが一番と思います。子供たちはそれ

をしっかり感謝し，地域に還元していくことが郷土愛へつながるのではないでしょ

うか。【女性，40歳代】

・家庭と学校の連携。家庭は学校ばかりに責任を問うのではなく，家で教えなければ

ならない事は，しっかりと家庭で教育していく。道徳的な基礎は，やはり親が教え

るべきだと思う。それを基本にして学校と連携をとればいい。【女性，50歳代】

・旭川にも小・中・高の一貫教育があっても良いのではないでしょうか。成長に合わ

せた教育を一貫して行えることはとても良いように思います。先生は生徒を生徒は

先生を相方が大切にし合って成長していけたら，と思います。【女性，40歳代】
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・旭川市に限らず教育する者のレベルも下がっているように思えます。時間に余裕も

ないし，働き方も多様になってきているので，子供と話す機会も少なくなり，仕事

や生活でのイライラを子供にぶつけてしまう事もあるのではないかと思います。子

供は身近な人がお手本になると思うので，できる限り子供との会話を通じて，子供

の思いを聞いたり，話し合ったりするのは大事だと思います。お手本となる人が子

供の教育の基礎だと思います。【女性，50歳代】

・生徒を指導する先生方は，色々な面で御苦労されていることと思いますが，恐れる

ことなく，もっと自信をもって子供たちの教育に取り組んでほしいと思います。特

に道徳的なこと，基礎的なことをしっかりやってほしいと思います。人間として人

間的な生き方が今後さらに重要だと思います。時代の流れには逆うことはできませ

んが，もっと泥臭く教育することも必要と考えます。【男性，60歳代】

・特に小学校ではクラス担任の先生の技量が今後の学生生活に大きな影響を与えると

思います。先生方におかれましては，適正な勤務時間で身心共に余裕を持ち，子供

達の個性を尊重し笑顔でおおらかに子供達と接してほしいと願っています。

【女性，60歳代】

・部活動の先生も忙しいと聞いていますが，部活動に入っている子供にも，活動日が

休みの日を作って，ゆとりの日を作ってほしい。【女性，60歳代】
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